
 四日市市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  令和元年７月４日 

四日市市長  森  智 広    

四日市市条例第２３号 

   四日市市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  

 四日市市子どもの医療費の助成に関する条例（昭和４８年四日市市条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第４条 本市は、国民健康保険法若しく

は社会保険の規定により子どもが療養

の給付を受けたとき、他の法令による医

療に関する給付を受けたとき又は被保

険者若しくは組合員が子どもに係る療

養費、家族療養費若しくは訪問看護療養

費の支給を受けたときに、被保険者又は

組合員（被保険者又は組合員であった者

を含む。以下同じ。）が負担すべき額（医

療費に対する付加給付制度があるとき

（未就学児が受給資格証を提示して県

内の医療機関を受診したときを除く。）

は、現に給付がなされるか否かにかかわ

らず、この条例の適用がないものとした

場合に当該付加給付制度による給付を

受けることができる額を控除した額）を

助成する。 

第４条 本市は、国民健康保険法若しく

は社会保険の規定により子どもが療養

の給付を受けたとき、他の法令による医

療に関する給付を受けたとき又は被保

険者若しくは組合員が子どもに係る療

養費、家族療養費若しくは訪問看護療養

費の支給を受けたときに、被保険者又は

組合員（被保険者又は組合員であった者

を含む。以下同じ。）が負担すべき額（医

療費に対する付加給付制度があるとき

（未就学児が市内の医療機関を受診し

たときを除く。）は、現に給付がなされ

るか否かにかかわらず、この条例の適用

がないものとした場合に当該付加給付

制度による給付を受けることができる

額を控除した額）を助成する。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年９月１日から施行する。  



 
 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に

行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。  

（こども未来部こども保健福祉課） 


